
    　　　　　　　　高 知 市 龍 馬 債  Ｑ & Ａ
 　　　                　　　　　　　  －龍馬の心が息づく浪漫あふれるまちづくりを目指して－

○高知市龍馬債とはどのようなものか？
　　Ｑ１．高知市龍馬債は債券なの？

　　Ａ．　 高知市龍馬債は，高知市が発行する債券です。債券とは，国債などと同様に金融商品ですので

　　　　金融市場で流通します。従いまして，その時の市場金利や発行団体の財務状況によって価格が変

　　　　動します。しかし，途中で換金しないで満期まで保有すれば，元本は満期日(平成27年５月31日)に

　　　　全額戻ります。また，保有期間中は半年毎に利息が受け取れます。

　　Ｑ２．高知市龍馬債は預金と違うの？

　　Ａ．　 高知市龍馬債は，債券であるため預金とは異なります。債券ですのでペイオフの対象にならない

　　　　為，皆さんのペイオフ対策としても活用できます。しかし，金融商品ですので，金融市場で流通します。

　　　　　 従いまして，その時の市場金利や発行団体の財務状況によって価格が変動します。　しかし，途

　　　　中で換金しないで満期まで保有すれば，元本は満期日(平成27年５月31日)に全額戻ります。また，

　　　　保有期間中は半年毎に利息が受け取れます。

　　Ｑ３．高知市龍馬債の発行目的は？

　　Ａ．　 　高知市龍馬債は，平成14年度から地方自治体に発行が認められた「住民参加型ミニ市場公募債」

　　　　　 といわれる地方債です。これは，特定の事業に対する資金を直接市民の皆さんから公募することに

　　　　　 より，市民の皆さんの市政に対する関心をより高め，市政参画をしてもらおうというものです。

　　　　　　  また，本市にとりましても資金調達の多様化が図られるという効果があります。

　　Ｑ４．平成22年第１回発行の高知市龍馬債で集められた資金は何に使用されるの？

　　Ａ．　 　高知市龍馬債は，平成22年３月にオープンする「総合あんしんセンター」の整備事業費に充当され

　　　　　ます。

　　　　　　 総合あんしんセンターは，保健所，消防局及び災害対策本部機能を併せ持ち，医師会等関係団体の

　　　　　施設も含めた総合的な拠点施設として平成18～21年度の間に総事業費約43億円をかけ，旧市民病院

　　　　　跡地に建設したものです。

　　　　　

　　Ｑ５．どのようにして発行規模(ロット)を決めたの？

　　Ａ．　　充当対象事業が総合あんしんセンター整備事業ですので，この事業費の決算見込みから起債充当可

　　　　　能額を算出し，過去の発行実績を踏まえ今回の発行規模を５億円としております。

○高知市龍馬債を買った金はいつ戻るのか？
　　Ｑ６．金は全額戻ってくるの？

　　Ａ．　 　高知市龍馬債は，５年満期一括償還ですので，５年後の平成27年５月31日に全額償還されます。

　　　　　 満期までは，５月31日と11月30日に利息が受け取れます。

　　Ｑ７．利率はどの程度なの？

　　Ａ．　 　高知市龍馬債の利率は，発行月直近の５年物利付新発国債の入札平均利回りを参考に決定します。

　　　　　 ５年物利付国債の入札は，現在のところ毎月中旬に実施されておりますので，直近の平成22年４月

　　　　　 15日の入札利回りを参考に同日に利率を決定します。決定後，市役所や取扱金融機関で発表する

　　　　　 とともに，高知市ＨＰでお知らせします。 

　　Ｑ８．利息はいつからつくの？

　　Ａ．　 　平成22年５月31日(月)の発行日の翌日からです。

　　Ｑ９．利息はどうやってもらうの？

　　Ａ．　 　利息は年２回(５月31日と11月30日)，自動的に指定預金口座に振り込まれますので，受取を忘れて

　　　　　 しまう心配が無く便利です。

　　　　　　  利払日が銀行休業日の場合は，前営業日に振り込まれます。



　　Ｑ10．元本はどうやってもらうの？

　　Ａ．　 　元本は，５年後の平成27年５月31日に全額，自動的に指定預金口座に振り込まれますので，受取

　　　　　 を忘れてしまう心配が無く便利です。

　　Ｑ11．途中で換金できるの？

　　Ａ．　 　高知市龍馬債は，満期前であっても取扱金融機関で換金できます。しかし，流通金融商品であるた

　　　　　 め，その時の市場価格での買い取りとなりますので，売却の時期によってはご購入時の価格を下回

　　　　　 り，元本を割り込むなど損失を被る可能性があります。換金される場合は，事前に取扱金融機関にお

　　　　　 問い合わせください。満期まで保有すれば，元本全額が受け取れます。

　　Ｑ12．安心・安全・確実といっているが全くリスクはないの？　

　　Ａ．　　高知市龍馬債は，満期前であっても取扱金融機関で換金できます。しかし，流通金融商品であるた

　　　　　 め，その時の市場価格での買い取りとなりますので，売却の時期によってはご購入時の価格を下回

　　　　　 り，元本を割り込むなど損失を被る可能性があります。換金される場合は，事前に取扱金融機関にお

　　　　　 問い合わせください。満期まで保有すれば，元本全額が受け取れます。

　　Ｑ13．利子に税金はかかるの？

　　Ａ．　 　受け取る利子に対しては，利子所得として20％が源泉徴収されます。

　　Ｑ14．「マル優制度」「特別マル優制度」は使えるの？

　　Ａ．　 　一定の条件を満たしている場合は，ご利用いただける場合があります。平成18年１月より、従来の

　　　　　老人等を対象とした本制度は改組され，障害者等を対象とした制度となりました。

           詳しくは，取扱金融機関である四国銀行にお問い合わせください。

○高知市龍馬債はどうやって購入するのか？
　　Ｑ15．高知市龍馬債の申込みはどうするの？

　　Ａ．　 　郵政ハガキに，必要事項を記入のうえ，高知市役所財政課宛にお申し込みください。受付期間は

　　　　　平成22年４月16日（金）から４月21日（水）迄です。（当日消印有効）

　　　　　　　また，郵送による申込方法がプライバシーの点でご心配な方については，直接ご持参くださるか，

　　　　　郵政ハガキに記入いただいた上，封筒に入れて郵送していただいても結構です。

　　Ｑ16．高知市龍馬債は誰でも購入できるの？

　　Ａ．　 　高知市龍馬債は「住民参加型ミニ市場公募債」といわれる地方債であり，地域の方を対象とする

　　　　　 ことにより，行政に対する参加意識の高揚を図られるものとして期待されております。その意味合い

　　　　　 から高知市在住の市民に限定し，要件として公募を開始する平成22年４月16日現在，本市に住民

　　　　　 登録のある方を対象としております。

　　　　　 　また，高知市龍馬債は有価証券で，市場にて流通する金融商品であることから，途中換金した場

　　　　　 合に元本割れするなど損失を被る危険性があります。購入時にこのリスクを認識していただかなけ

　　　　　 ればならないことから，法律上の責任能力を有する20歳以上の方に限定し，要件として平成２年４月

　　　　　 16日以前に生まれた方を対象としております。

　　Ｑ17．ハガキの応募は一人何通でも良いの？

　　Ａ．　 　応募者多数の場合は抽選で購入者を決定いたします。応募はお一人様一通に限ります。

　　　　　 仮に，お一人が複数応募されたとしても抽選時に採用されるのは一通となります。二通目以降は採

　　　　　 用されませんのでご留意下さい。

　　Ｑ18．抽選はどのように実施するの？

　　Ａ．　 　申込み締め切り後の平成22年４月27日(火)に，高知市役所内において，厳正なる抽選を行う

　　　　　 予定です。抽選結果は，応募された方全員に書面で通知いたします。



　　Ｑ19．購入手続きはどうするの？

　　Ａ．　 　当選された方は，平成22年５月12日(水)から５月１8日(火)迄の間に四国銀行各店舗におきまして

　　　　　 購入手続きをしていただくこととなります。

　　　　　 　なお，購入手続きはできるだけ事前に希望された店舗でしていただけるようお願いします。また,購

　　　　　 入できるのは当選されたご本人に限らせていただきますとともに，購入金額の変更はできませんの

　　　　　 でご了承ください。

　　Ｑ20．銀行に何を持っていけばいいの？

　　Ａ．　 　①当選通知書

　　　　　　 ②本人確認書類の原本(運転免許証，保険証等)

　　　　　　 ③印鑑(預金及び債券口座を開設済の場合はその届出印)

　　　　　　 ④普通預金通帳(四国銀行で預金口座を開設済の場合)

　　　　　　 ⑤債券通帳(債券口座を四国銀行で開設済の場合)

              ⑥マル優・特別マル優制度をご利用される方は，確認資料(障害者手帳など)

　　Ｑ21．本人しか買えないの？

　　Ａ．　 　当選したご本人しか購入できませんのでご注意ください。また，店頭での購入金額の変更はでき

　　　　　 ませんのでご了承ください。

　　Ｑ22．当選者が購入をしなかったらどうするの？

　　Ａ．　　販売期間中(５/12～５/18予定)に購入手続きをとらなかった場合辞退したとみなし，補欠当選者

　　　　　の繰上当選とし，順次通知のうえ購入手続きを行ってもらいます。

○高知市龍馬債の債券は自分で保管するの？
　　Ｑ23．どのような保管方法があるの？

　　Ａ．　 　高知市龍馬債は一般債振替制度（ペーパーレス）による発行となるため，券面はお手許で保管す

　　　　　 ることなく，万一の盗難や火災，紛失などの心配がありません。

　　　　　   購入者の高知市龍馬債に関する権利は，法令に基づき，口座管理機関となる四国銀行が管理す

            るため安心です。

　　Ｑ24．一般債振替制度とはどのようなもの？

　　Ａ．　 　一般債振替制度とは，社債，株式等の振替に関する法律に基づいて，口座管理機関が債券の保有者の

　　　　　 権利を振替口座簿への記録により管理する制度のことで，券面が発行されません。

　　　　　　 高知市龍馬債は，取扱金融機関の四国銀行が購入者の口座・権利を管理しますので安心です。

            また、口座管理に関する手数料は四国銀行の協力により無料となっています。

　　Ｑ25．債券（券面）がほしい場合はどうなるの？

　　Ａ．　 　高知市龍馬債は振替債での発行（ペーパーレス）となるため，債券（券面）を引出すことはできま

　　　　　 せんので予めご了承ください。

○取扱金融機関について？
　　Ｑ26．四国銀行はどの店舗が取り扱うの？

　　Ａ．　 　四国銀行県下営業店で取扱可能です。うち市内には34の取扱営業店があります。


